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9 報　告　事　項

議案第３０号

議案第２９号

条例案に対する意見について

新図書館建設移転後における現図書館活用策についての要望書受理について

議案第２８号

8 議　　　　事

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価について

大崎市教育委員会に属する県費負担教職員の訓告等取扱規程について



委員長 　出席委員定足数に達しておりますので，平成２７年第8回大崎市教
育委員会定例会は，成立いたしました。

　これから会議を開きます。

委員長 　はじめに，平成２７年第7回定例会の会議録の承認を求めます。
　内容について，ご異議ありませんか。

　ご異議ないものと認め，会議録を承認いたします。

　本日の会議録署名委員を指名いたします。

　氏家委員にお願いいたします。

委員長 　次に，教育長報告に入ります。

　報告事項があれば，教育長から報告願います。

教育長 　１月（ひとつき）あまりにおよぶ各学校の夏休みも終わり，中学校
は，２４日から２学期が始まりました。また小学校は，いよいよ明日
から本格的に２学期がスタートします。
園児や児童生徒には，特に大きな事故もなく，学校，地域，子供会等
で予定されていた各種行事も無事終了し，園児や児童生徒それぞれの
貴重な体験を学校生活にも活かしてもらいたく思っております。

　はじめに，７月３１日から行われております「全国中学校総合体育
大会東北大会，並びに全国大会出場結果」についてご報告申し上げま
す。
団体部門では，東北大会において古川東中学校男子ソフトボール部が
準優勝し，全国大会へ出場しました。全国大会では，ベスト８まで勝
ち進みました。
　同じく団体部門，東北大会において三本木中学校男子，及び女子卓
球部が入賞等を果たし，全国大会へ出場いたしました。特に，男子卓
球部は，全国大会の決勝トーナメントへ進出し，ベスト１３位という
結果でございました。
　東北大会個人部門のうち柔道では，古川北中学校の佐々木康晴（こ
うせい）君と古川中学校の佐藤沙真亜（さまあ）さんが，全国大会に
出場いたしました。
特に，古川中学校の佐藤沙真亜（さまあ）さんは，全国大会３位入賞
という輝かしい成績を残しました。
また卓球男子，女子部門では，三本木中学校の相澤唯人（ゆいと）
君，相澤忠徳（ただのり）君，三澤実由（みゆ）さんの３名が全国大
会へ出場しております。
　日々の練習の成果が，結果に結びつきました。生徒たちのひたむき
な努力に心からエールを送りたいと思います。



　学校教育部門，生涯学習部門等における主な事業についてご報告い
たします。
　７月下旬から各中学校，そして３つの小学校を会場として，自主的
な学習の支援，そして家庭での学習習慣を身に付けてもらうことを目
的として，夏休み学び支援（サマースクール）を実施いたしました。
相談員，支援員，学生ボランティアの総勢９０名の協力を得て，本年
度は８００名を超える児童生徒が参加しました。「とてもわかりやす
く，教えてもらった」，「集中してできた」等の感想が寄せられてお
ります。このサマースクールにおける課題等を整理し，冬季，または
次年度開催の学び支援事業の充実に活かしていきたく考えておりま
す。

７月２５日には，「音楽が聞こえる都市（まち）づくり事業」のう
ち，今年は「高校生がつくる街角音楽祭アンド美術展」を，市民ギャ
ラリー「緒絶の館」を会場に実施いたしました。
古川黎明高等学校軽音楽部の女子バンド演奏と併せ，同校書道部のパ
フォーマンス披露，さらには黎明高校，古川高校，及び古川工業高校
３校の美術部と写真部の作品展示も行われ，その感性豊かな作品を観
て，会場に訪れた人々が感動している光景が見聞きいたしました。
このような事業を着実に展開し，平成２９年度開催予定の全国高校文
化祭に向けて出演者同志のさらなる親睦・交流を図っていきたく考え
ております。

　７月３０日には，大崎市図書館において，夏休み子ども講座「夏休
みは図書館へ行こう」を開催しました。
第一部は，加美町在住にて，「ゆうれい塾」シリーズなどの著作で知
られる児童文学作家，野泉（のいずみ）マヤ氏を講師としてお招き
し，「どんな風に物語を作っていくのか，また子どものとき，どんな
夢をもっていたか」など参加した小学生と活発な意見交換をいたしま
した。
第二部は，図書館内で夜の肝だめしを行い，小中学生中心に２３人程
の参加がありました。
今後も読書だけにとらわれない開放型の図書館利活用行事を考えてま
いります。
　８月８日には，大崎市中央公民館において「子どもものづくりワー
クショップ」を開催しました。高校生ボランティアなどの協力を得な
がら，市内の小学生１１８名が集まり，「ミニうちわのモビール」や
「牛乳パックで作る小箱」などの工作活動を行いました。
学校や学年を越え，参加者同士の交流や出展団体の活動の場ともなっ
てきており，特に今年は，日本自動車連盟のイベント「子ども安全免
許証」や「かき氷」コーナーも好評を博した旨報告を受けておりま
す。

　国登録の有形文化財の進捗状況について申し上げます。
先般，ご説明申し上げておりました「松谷家（まつやけ）住宅」に係
る８件の建造物が８月４日付けの官報告示により，正式に国登録有形
文化財となり，大崎市の国登録有形文化財は２１件となりました。
また７月１７日に文部科学大臣に答申しております「森民（もりた
み）酒造店」に関する建造物についても，決定次第，ご報告申し上げ
たく考えております。



　最後に，大崎市議会関連について，ご報告等申し上げます。
８月１８日に召集されました第２回大崎市議会臨時会では，大崎市図
書館等複合施設建設工事のうち，建築部門に関する工事請負契約締結
議案が可決されました。
新図書館建設に向けた本格的工事がはじまることから，いただいたご
意見等斟酌しながら建設工事を着実に進めてまいります。
　また，９月１０日から，第３回大崎市議会定例会がはじまります。

教育委員会は，先月の教育委員会定例会でご承認いただきました鹿島
台第二小学校閉校に伴う「大崎市立学校の設置に関する条例の一部を
改正する条例」議案を提出する予定となっております。
　また，補正予算といたしましては，中体連補助金を活用した中体連
運営経費等に対する支出をはじめ，寄附金を活用した鹿島台中央野球
場の整備工事費，鹿島台小学校遊具設置工事や図書購入，鹿島台第二
小学閉校に伴う経費，そして古川総合体育内館内の消火栓設備用自家
発電設備設置工事等々に関する歳出額を計上する予定でございます。
　なお，詳細につきましては，教育部長よりご報告申し上げます。
以上で報告を終わります。

委員長 　ただいまの教育長報告について，補足説明があれば，説明願いま
す。

教育部長 　それでは机の上に置いておきました一枚ものの資料で，右上に平成
２７年８月２５日教育委員会定例会と書いてある資料を手元にお願い
します。
　平成２７年第３回大崎市議会定例会，９月議会等についてでありま
す。初めに９月議会に入ります前にただ今教育長報告にもありました
８月１８日の臨時議会について，議案が大きく２つありまして図書館
の建設工事の建築の請負契約。もう一つが旧市民病院本院の解体工事
の契約締結ということで金額そこにありますように図書館の建築につ
いては２０億７１００万円，旧市民病院には７億６８０万円という風
なことで２つとも，質疑者は全体で６人いましたが２つとも全会一致
で可決という風になりました。

　９月議会の招集日時ですが想定ですが，９月１０日午後１時の招集
ということで組まれております。概要ですが補正予算，条例改正等の
議案で３日間。９月議会ですので次は決算特別委員会がありまして４
日間。そのうち我々が関係する総務常任委員会は９月２４日に行われ
る見込みになっております。そして一般質問に４日間ということで１
０月６日まで会期２７日間の見込みとなっております。３番目として
教育委員会関係議案であります。まず条例関係です。先ほど説明があ
りました鹿島台第二小学校廃止の議案です。平成２８年４月１日施行
という事で出ます。それと※で書いておりましたが私の方の直接の担
当ではございませんが松山の幼保一元化施設設置に伴う所要の改正が
出される予定です。具体的には松山幼稚園の廃止等でありまして，こ
れにつきましては本日の教育委員会定例会の議案の中で意見を求めら
れておりますので，後程ご審議いただくことになります。

　もう一つ契約の締結議案が出てきてきます。これは図書館の先ほど
は建築でしたが電気だったり，給水設備だったりそういった形の設備
の関係の契約議案がこの９月議会にでます。その内容は後ほど図書館
長から説明させますので，よろしくお願いします。



　補正予算であります。教育委員会関係全体で７，７５３万６千円と
いう規模の補正予算を計上させていただいております。主な内容は，
次の通りでございます。まず，今年も千田豊治様から５，０００万円
頂きましたので，これの分ということでその箱の中に書いておりまし
た。鹿島台中央野球場防球ネットこれはサブグラウンドを含めてです
が，防球ネットを設置する。スコアボードＢＳＯの並び等の整備を行
う,外野のフェンスを直す，グラウンドを回収するということで施設
の整備で３，５９５万９千円，同じ鹿島台中央野球場でスポーツトラ
クターだったりダイヤモンドカバー，雤が降った時に保護するもので
すがそういうものを含めて，７７４万１千円。鹿島台小学校の施設整
備ということで遊具の撤去，新設に３９９万４千円，図書館の図書購
入として１６５万円ということで全体では４，９３４万４千円です
が，これと５，０００万円の差額がこれから出てきますので，これに
ついては財政側，あるいは鹿島台側等々と協議しながら，引き続き検
討していくことになります。

　その他の主なものですが①鹿島台地域の統合準備の非常勤職員経費
等で４６９万４千円。②中体連等の補助金で４７５万８千円。この中
体連の補助金今回補正することによって全体では１，６９０万という
その位の中体連の補助金となります。③図書館の図書購入経費１５０
万円これは先ほどの１６５万円の千田様の分とは別で，特定寄附があ
りまして１５０万円ですから今回図書購入だけで３１５万円の規模に
なります。④古川総合体育館の屋内消火栓自家発電設備設置で１，２
９６万円。その他各学校等の小規模修繕，学校公民館の小規模修繕あ
わせて４２８万円ということで，全体の規模が７，７５３万６千円で
あります。それともう一つ，予算の金額でありませんが債務負担行為
を設定させていただきます。これは田尻学校給食センターの調理等業
務委託ですが，始まるのは来年４月から３年間の予定ですが，もうこ
の秋にはプロポーザル審査をしていきまして，２８年新しい年明けの
一月頃の契約ということになりまして，債務負担行為が必要でありま
すので，債務負担行為の設定をさせていただく，規模としては３年間
で１億１，５００万円規模ですので，１年間にすると約３，８００万
円位の金額の業務委託ということになります。以上，私からは大崎市
議会定例会，９月議会等についての補足等をさせていただきました。

委員長 　教育長報告について，質疑はありませんか。

委員長 　質疑がないものと認め，教育長報告を承認いたします。

委員長 　次に，日程第１　議案第２８号「条例案に対する意見について」を
議題といたします。
　教育総務課長　説明願います。

教育総務課長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。



氏家委員 　条例案そのものについてはよろしいのではないかと思います。ただ
預かり保育の実施に関する項目で，気になることがありましたのでお
聞かせいただければと思います。
　５ページの別表第２，現行では松山幼稚園の預かり保育は月～金の
午後７時まで，土曜日，長期休業についても午後７時まで，改正案で
は月曜日から金曜日までで降園から午後６時までという具合に改正が
され土曜，長期休業については，記載が無いのですがこの辺について
は地域の方々との合意形成等できておるのでしょうか

教育部長 　地域との合意形成に入る前に，ちょっとだけご説明をさせていただ
きますと，ただ今の５ページの表ですがまず上の段，別表第１の方を
ご覧ください。右側現行では松山幼稚園は預かり保育と緊急一時預か
り保育と二つありますが，今度は左側，総合施設になったことによっ
て預かり保育という概念が無くなっております。いわゆる長時間保
育，短時間保育とということですので，緊急一時預かり保育だけが
残っている。それを踏まえてその下の段で，ただ今ご質問がありまし
た別表第２の右側，現行では後段で，降園時から午後７時まで。新し
い方，子育て総合施設あおぞらでは降園時から午後６時まで１時間繰
り上がっているような感じにはなっておりますが，これにつきまして
は，先ほど言いましたように，緊急一時預かり部分だけの設定であり
ます。従いまして，この今の内容を地域の方に説明して一定の了解は
既にいただいているという事で子育て支援課からお話をいただいてお
りますので，地域の方もこの点についてはご了解いただいているもの
と考えております。

委員長 　地域の方からは一定のご理解は頂いているということで確認済みで
あるということであります。地元ということで，松本委員さんご意見
ありませんか

松本委員 　地域では，子育て世代の保護者さんを始め，それ以外の地域の住民
の皆さんもとてもこの総合施設建設に関しては注目をし，期待をして
いることでもございます。名称についても公募をいたしまして，多数
地域住民を中心に応募したのではないかと思われ，「あおぞら園」と
いう名称に決まったという事で松山地域は空を見上げると高い建物も
あまりありませんので余計に青い空というのが身近に感じられ，とて
もいい名称でではないかと考えております。
　条例とは少し離れますが，現在，建設中ということで現在の松山幼
稚園の園庭が少し狭くなっている状況でして，工事期間中の園庭での
遊びの確保ということで，若干保護者の方から要望的なものがあると
いうことを聞いておりますが，議題からは離れますが，教えていただ
ければと思います。

学校教育課長 　確かに園庭が工事現場になっておりまして狭いのですが，隣が松山
小学校，保育所も道路向かいにあります。そちらの方からは是非校庭
を使ってくれ，保育所の園庭を使ってくれというお話しをいただいて
おりまして，まあそちらを活用して子ども達の遊びを行うようにして
いるという状況です。



戸島委員 　保育所と幼稚園が同時廃止という事になりますが，現在通われてい
る方々は，１０月に募集がはじまりますが，皆さん自動的に新しいあ
おぞら園に行かれることになりますか。それとも新ためて申し込まな
ければ行けないのか。その辺の経過措置をお願いします。

委員長 　具体的なところは，この条例案は子育て支援課担当のものですの
で，確認いただいて後程ご報告いただければと思います。

教育総務課長 　議案書の２ページをご覧いただきたいと思います。その資料の中段
で経過措置ということでこの条例の施行の日の前日において，現に大
崎市立松山幼稚園に在園している幼児で，施行日において大崎市子育
て支援総合施設条例第３条第２号に定める資格を有するものは松山子
育て支援総合施設あおぞら園の入園の承諾を受けたものとみなすとい
う規程になっております。

戸島委員 　承諾するという事なので，入園するのは保障されているということ
でよろしいですか。

教育総務課長 　はい

委員長 　この件については，教育委員会が条例を上程するわけではなく，今
回のものにつきましては市長さんの方から意見を求められたので，と
いう事での議案第２８号でございました。ひとつ幼稚園から子育て支
援施設に移行することでスムーズな特に利用している子ども達，保護
者の方々が戸惑ったりすることがないような緻密な連携の取り方を合
わせて，これまで以上にお願い申し上げたいと思います。

委員長 　質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決
定いたします。

委員長 　次に，日程第２　議案第２９号「大崎市教育委員会に属する県費負
担教職員の訓告等取扱規程について」を議題といたします。
　学校教育課長　説明願います。

学校教育課長 （　説　明　）

氏家委員 　概ね規程については，よろしいのではないかと思われます。県で懲
戒処分に当たらない，そういう監督上の措置を行うという事ですの
で，ある程度基準は明確に持っておかなければならないかなと思いま
す。後で結構ですのでその基準に当たるようなものをお示しいただけ
れば助かります。

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

委員長 　質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決
定いたします。

委員長 　次に，日程第３　議案第３０号「教育に関する事務の管理及び執行
の状況の点検・評価について」を議題といたします。
　教育総務課長　説明願います。



教育総務課長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

氏家委員 　各課長を中心として，それぞれの事業に対するこれまでの分析，評
価，総括等々本当にご苦労さまでございました。私個人的に見させて
いただいて概ね目標とされる大崎市の重点事項が達成されているので
はないかなとそのように感じています。評価結果は次の施策に反映さ
れてやはり評価が生きてくるのだろうと思います。提言なんですが，
これらから見えてくる，課題と重点的にどんなところにどんな手立て
を講じていくのか見えてくると良いのかなと思いますし，来年の施策
の柱もそこから見えてくるのではないかなと思います。十分時間をか
けられたことは承知の上なんですが，もうひと手間かけていただいて
より先が見えてくるのではないかなと思います。

教育総務課長 　ご提言ありがとうございました。今，氏家委員さんがおっしゃった
とおりでございます。今後課題等を整理しながらこれからその手立て
について明確にしながら，子どもたちの教育環境の充実について努め
てまいりたいと思います，

戸島委員 　事業・事務の管理としてこのような形でやられているというのは。
ここまで詳しくやっているところは，外の自治体でも無いのではない
かなと思っています。9月の議会で公表されると思うのですが，点検
評価の有効活用について是非検討していただきたいなと，作って
ちょっとほっとしていると思いますがこれ以後，これに基づいて来年
の事業を考えるときどう活用していくのか少し考えていただければな
と思います。

松本委員 　こういった事務事業を見直すということで，課題に向けて先ほど氏
家委員さんがおっしゃったように来年度に向けて新たなスタートとい
うことにもなるのでないかと思います。この政策評価をとおして感じ
たことは大崎市では問題事故犯罪につながることは現在起こっていな
いということは安心しておりますが，全国的なものをみると青少年を
取り巻く事件，事故とりわけ先日も起こってしまったんですけれど
も，とても痛ましい事故が増えてきているような気がします。事務事
業政策評価を考えながら今もう一度青少年の健全育成という事につい
て，少し考えてみる必要があるのかなと思います。まだ大崎市は保護
者の皆さんも子ども達を見守るという姿勢が強くて，痛ましい事故に
はつながっていないんですけれども，もう少しで事件につながるとい
うことも多々起きているかもしれないんですね，ただ表面に出てきて
いないだけで。いろんな場面でもう一度子ども達を見守る姿勢という
ことに関して強くポイントとして考えてもいいのかなと思いますし，
その年，その年で考えなければならないことが出てきていると思うん
ですね，注目するポイントということを考えてみたらいいのかなと思
います。



委員長 　私の方も感想と御礼を申し上げたいと思います。本当に前回の説明
会の時も強く感じました。教育長，部長，各課長を中心に本当に一生
懸命取り組まれているなということを感じました。本当に心強く思い
ましたし，厚く御礼申し上げたいと思いました。説明の方も私は生涯
学習の担当だったんですが，的確に要点をまとめて熱心にご説明いた
だきました。時間があれば何時間やってもいいくらいの説明の意欲が
伝わってきました。本当に感謝申し上げます。中身等につきましても
それぞれの各課，各担当で着実に，粛々としっかりと取り組まれてい
るなとということに安心しましたし御礼申し上げます。各委員さんか
ら出ましたが，共通のことを繰り返しになりますが，これを今後どう
使うかということになってくるかと思います。やはり事業には継続性
というものは当然必要です。ただ同じことを同じように毎年やるだけ
ではなくて，なんらかの改善というものが必要ではないかと，そのよ
うな時にこの点検評価を見て，その糸口で使っていただければと思い
ました。
　例えばこの中の8ページの生徒会サミットと子どもサミットのコメ
ントが出ておりましたが，教育委員の評価と学識経験者の意見，提言
というのがまったく重なっているところであるなと思いました。共通
の事はどう広げていくかという事がコメントされていまして，私も全
く同感だなと思いました。大変効果のある継続してやるべき事業なん
ですが，毎年重ねて行った中でその子ども達から出されたものをどの
様に広げていったり，具現化していくかというコメントがここに出て
おりました。その辺などにつきましても当然具体的なことでご配慮い
ただければ大変ありがたいと思いますし，たまたまこれを例として出
しましたがそれ以外のところでもお目通しをいただいてぜひ次の事業
の展開で活用できることは活用していただくように使っていただけれ
ばありがたいなという風に思います。

委員長 　質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決
定いたします。

委員長 　次に報告事項にはいります「新図書館建設移転後における現図書館
活用策についての要望書受理について」　生涯学習課長　報告願いま
す。

生涯学習課長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

委員長 　これはこの後にどの様な流れが想定できるのでしょうか



生涯学習課長 　現在図書館の利用検討のための職員のワーキング中で新しい図書館
の活用方法，それからもう一つは今の図書館の空き家になった後の利
用方法について検討しているところでありますが，まだ具体的な策は
出ておりません。といいますのは今の図書館は耐震診断を受けていな
いということで，もしそのまま利用するのであれば耐震診断を受け，
その結果もし耐震性なしとなれば耐震補強をしてというようなことも
しなければならないということで，築38年，間もなく40年になる建物
にそれだけ投資しても利用価値があるかどうかという視点から検討を
加えなければならないということで，まだ具体的なとこまではいって
おりません。それから近くに中央児童館がございまして当初，中央児
童館に使わせてほしいということも打診がありましたがそちらの方は
病院跡地に新しいものを建てるというような事で進んでいるのでその
方向性も無くなったという事で，とりあえずまだ教育委員会所管の財
産ですので，教育委員会として使いたいものがあればそれを考えて，
無ければ市全体として考えていただくというような形になろうかと思
います。ということで，まだ具体的なことは出ていないという状況で
した。

氏家委員 　これに回答期限というものはあるのですか

生涯学習課長 　要望ですので，承っておきますということです。

委員長 　今日の段階では，こういう要望があったという事ですね。これから
の事ですけど，新しい図書館が出来た段階で教育委員会の所管ではな
くなるのですか。

生涯学習課 　通常これまでの例ですと，次の使い方が決まるまではそのまま所管
は置いておいて，新しい方向性が出た段階で所管替えをしてという形
です。

松本委員 　今の課長さんの話では，耐震診断を実施というお話もあったんです
が，それはそれで経費もかかることだと思いますし，その辺も考えて
検討するという事でよろしいですか。

生涯学習課長 　委員さんご指摘のとおりで，人が入る使い方をするのであれば耐震
診断をするということが前提なってくると思いますが，そういう方向
で検討が入ってくると思います。

委員長 　現段階では，こういうお話があるという事ですね。多少悩ましいな
あと思ったのは，これからこういう話が出てこないとも限らない。
ちょうど街中でとてもいい場所なのでどういう風に交通整理をするの
か，教育委員会の中だけで決定するわけにもいかないでしょうから必
要に応じて，これからの進み具合によって首長部局とか管財関係とか
そういうところとのすり合わせ必要となってくるでしょうね。まし
て，耐震診断が終了して使えるよとなっていたならまだしも，建物を
使うときに耐震が終わっていないところに，はいどうぞと貸すわけに
もいかないでしょうから，そうすると耐震は誰がやるのお金をかけて
という次の話になってくるので，大変難しい要素も出てくると思いま
すし，いずれ時間がまだありますし，いろいろ幅広く意見を聞いたり
しながら対応していく必要があるのかなと思いますので，よろしくお
願いします。



委員長 　質疑がなければ，本案については，了とします。

委員長 　以上で，本日の教育委員会定例会を終了いたします。

委員長 　次に，各課・館の報告に入ります。
教育部長→参事→教育総務課長→学校教育課長→生涯学習課長→文化

財課長→図書館長→中央公民館長→学校教育課副参事

閉　　会 この会議録の作成者は次のとおりである。

　教育総務課　総務担当　係長　角力山　淳

　上記記録の正確なることを認め，ここに署名する。

　平成　　 　年　 　　月　　　 日

　　　　　委員長

　　　　　署名委員


